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令和元年 10月１日以後に
開 始 す る 事 業 年 度

平 成 26 年 ４ 月 １ 日 か ら
令和元年９月 30日までに
開 始 す る 事 業 年 度
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３以上の都道府県に事務所等を
有する資本金又は出資金が1,000
万円以上の法人の所得
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３以上の都道府県に事務所等を
有する資本金又は出資金が1,000
万円以上の法人の所得
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